
1. ご利用対象の方
　 ・65歳以上で要支援1・2、要介護1～5と介護認定を受けた方が対象となります。
　 ・40歳～64歳で特定疾病により要介護認定を受けた方
　 ・ご利用時には、居宅介護支援事業所もしくは地域包括支援事業所の担当ケアマネージャーに
　　 ショートステイを利用したい旨をお伝えください。

2. お問合せ～利用までの流れ
　 ・ショートステイには、入居申込書はございません。
　 ・お問合せ～ご利用までの流れについて下記の流れになります。
　　 ※注：担当ケアマネージャーとは、居宅介護支援事業所（要支援の方は地域包括）のケアマ
　　　 ネージャーの事です。老健や小規模多機能型等をご利用されている方のケアマネージャー
　　　 とは異なりますのでご注意ください。

3. ご利用料金について
　  別途、なごみ三清荘ショートステイ料金表をご参照ください。

4. 準備が必要なもの
　【保険証類】
　 ・介護保険証　　・介護保険負担割合証　　・介護保険負担限度額認定証（お持ちの方）
　 ・健康保険証（75歳未満の方）　・後期高齢者医療被保険者証（75歳以上の方）
　【身の回りの必需品】
　 ・普段着（上下）　・下着類（上下）　・上履き　・靴下　・バスタオル　・タオル　
　 ・パジャマ（着替えをされる方）　・コップ類　・歯ブラシ　・義歯保管容器
　 ・その他必要と思われる物（例：髭剃り用シェーバー、テレビ用イヤホン、膝掛け等）
　【現在服用中のお薬】

5. その他
　 ・ショートのご利用日数については、1泊～ロングショートまで受付致します。
　 ・なごみ三清荘は、令和7年9月1日にオープン予定しております。
　　 現地（建物敷地内仮事務所）での受付開始は、5月頃を予定しております。それまでの 間は、
　　 岡山県にあります「社会福祉法人経山会本部　なごみ三清荘受付係」までお問合せください。

《お問合せ先》
　〒719-1104
　岡山県総社市久米48-1
　社会福祉法人経山会本部　なごみ三清荘受付係
　担当：深田・木村
　TEL:0866-92-6989　
　FAX:0866-31-5890
　E-mail：keizankai_nagomi@keizankai.or.jp

なごみ三清荘ショートステイ

（介護予防）短期入所生活介護受付～利用開始までの流れ

担当ケアマネージャーからのお問合せ

はい いいえ

ご利用者様情報（フェイスシート、

看護情報提供書等）をFAXもしくは

メールにて送付していただく。

担当ケアマネージャーに相談してい

ただくようになります。

面談日程を調整させていただき、ご

様子や情報の確認の為、訪問させ

ていただきます。ZOOM面談も検討

いたします。

ご利用が可能な状態であると判断

できれば、利用希望日・日数と空き

状況を照らし合わせて双方の条件

が整いましたらご利用ができます。


